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第1章 調査概要 

1-1 調査背景・目的 

ケニア国では、大きな流域面積を有する河川が多く、雨季には全国で洪水が発生し、年平均で約

5,000 人の被災者及び約 1.6 億円の経済的損失が発生している。特に、2003 年に発生したニャンド川

を含むヴィクトリア湖南部流域での大洪水では、約 2.2 万人が被災した。また、2007 年には、タナ川

中流域のガリッサ市街区が水没するほどの洪水が発生し、約 6.8 億円の被害損失があった。気候変動

に関する政府間パネル（IPCC）の第 4 次評価報告書によると、ケニア国を含む東アフリカ地域は、

気候変動の影響により、洪水や干ばつの増加が危惧されており、洪水対策は、気候変動適応策として

益々重要になってくると考えられる。 

ケニア国は、水需要の増加に対応するために全国の水資源管理及び河川管理を定めた水法（Water 
Act）を 2002 年に策定し、水セクターリフォームを行った。MWI は、水法に基づいた流域単位の水

資源管理を促進するために、水資源管理（利水と治水（＝洪水管理））を実施する WRMA を新設し

た。WRMA は、本局の他、流域レベル（全国 6 流域）に地域事務所（6 箇所）、サブ流域レベルにサ

ブ地域事務所（26 箇所）で構成される。WRMA は、特に洪水被害の多いヴィクトリア湖沿岸におい

て、「統合洪水管理のための指針（2004）」を策定し、洪水軽減・予警報のために住民啓発や組織強化

を一元的に行う統合洪水管理（Integrated Flood Management：IFM）を行うこととした。 

ケニア国政府は、IFM の普及を目的に、我が国に対し、「ニャンド川流域統合洪水管理調査

（2006-2009）」を要請し、JICA は、ヴィクトリア湖沿岸域南部のニャンド川流域において、IFM に

基づく洪水氾濫実績図の作成や優先コミュニティにおける構造物対策と非構造物対策を組合せたパ

イロットプロジェクトを実施し、コミュニティレベルの洪水対策計画を策定した。また、同調査で実

施したパイロットプロジェクトの成果を同開発調査と同じニャンド川流域で拡大するため、無償資金

協力「ニャンド川流域気候変動に適応したコミュニティ洪水対策計画（2009-2011）」を実施している。

ケニア国政府は、これら活動が所期の成果を上げていることを評価し、ニャンド川流域をモデルとし

て、IFM に基づく活動を全国に展開する計画である。 

サブ地域レベルにおける水資源管理のコミュニティ活動は、水資源利用者組合（Water Resources 
Users Association: WRUA）が実施主体となる。WRMA は、WRUA の創設から活動までに至る技術的・

財政的支援を行うために WRUA 開発サイクル（WRUA Development Cycle：WDC）を作成し、WDC
の実施促進のために、WRMA 各層は以下の役割を担うこととなっている。 

・ 本局：WDC の質の向上に向けた方針決定や様々な実施プロセスの見直し 
・ 地域事務所：サブ流域管理計画（SCMP）の質の改善にかかる支援や WRUA からの活動提案書

審査実施 
・ サブ地域事務所：サブ流域における WRUA の設立促進や SCMP の作成支援 

 
しかし、WRMA のこれまでの活動は、水資源管理の中の利水を中心としたものであり、洪水管理

に関しては、洪水管理全般にわたる基礎的な知識、ノウハウや実施体制を有しておらず、コミュニテ

ィレベルにおける洪水管理活動を支援する能力や体制も十分ではないことが課題となっている。 
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また、ケニア国には、自国政府予算とドナー援助資金から成る水サービス信用基金（Water Service 
Trust Fund：WSTF）があり、WDC の枠組みの中で、WRUA が水資源管理にかかる活動提案書を作成

し、審査を経て、資金を獲得する仕組みが構築されているが、洪水管理については、活動実績がない

上に、煩雑な申請プロセスによって十分に活用されていないのが実情である。 

このため、本プロジェクトは、プロジェクト対象地域において、WRMA の各層が、コミュニティ

による洪水対策を普及するための実施体制を構築することを目的として実施するものである。このた

め、WRMA の各層の洪水管理全般に関する基礎的な能力向上と組織強化を図り、実際の現場におけ

るコミュニティ防災活動を支援するための体制及び能力を向上させる。また、本プロジェクトの実施

を通じて、本プロジェクトの成果を全国に展開するための仕組みを WRMA の実施体制の中に組み込

む。 

本調査は、本案件の実施に向けた PDM（案）及び PO（案）についての協議を中心に、先方政府の

実施体制、協力内容及び全国展開メカニズムにつき確認し、ケニア国政府側と M/M をもって合意す

ることを目的に実施した。 

なお、本プロジェクトを通じて、洪水管理を担当する WRMA が組織強化されることにより、将来

的には、洪水頻発地域の住民における洪水管理のためのコミュニティ活動の活性化が期待でき、洪水

発生時には、被害軽減が期待できるため、気候変動対策の適応策として位置づけることができる。 

1-2 調査団員の構成・調査日程 

 
 氏名 指導科目 所属・役職 派遣期間 

１ 松本 重行 団長 JICA 地球環境部 
防災第二課 課長 

2010/9/4-9/15 

２ 石渡 幹夫 防災 JICA 国際協力専門員 2010/9/6-9/14 

３ 南谷 太一 協力企画 JICA 地球環境部 
防災第二課 職員 

2010/9/4-9/18 

４ 臼井 陽典 洪水管理 いであ株式会社 海外事業部 
技術部グループマネージャー 

2010/9/4-10/3 

５ 冨岡 丈朗 コミュニティ開発/
評価分析 

アイ・シー・ネット株式会社 

シニアコンサルタント 
2010/9/4-10/3 

 
表 1-1 のとおりの日程で、本調査を実施した。 
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表 1-1 調査日程 

 

1-3 本プロジェクトの特徴 

（1） 気候変動の影響として、ケニアにおいては旱魃と洪水の頻発が懸念されており、洪水の増加に

対する適応策として重要。 
（2） ニャンド川流域においてこれまで実施してきた開発調査や無償資金協力など、日本の協力のア

セットを活用。 
（3） これまで日本が実施してきたパイロット活動の経験、教訓を、全国レベルに普及・展開する仕

組みづくり。 
（4） 水防活動や避難訓練など、日本が培ってきたコミュニティ防災に関する知見、経験を活用。 
（5） 水セクターリフォームの動向と整合性を持たせ、関係する他ドナーと連携。 

1-4 本調査結果要旨 

調査団は 9 月 5 日より現地調査を開始し、関係機関との協議、ワークショップ、現地踏査等を行い、

合意事項を協議議事録（M/M）に取りまとめ、先方水・灌漑省（MWI）事務次官、水資源開発庁（WRMA）

長官（CEO）と当方調査団長との間で 9 月 14 日に署名を行った。 

合意に至ったプロジェクトの概要は以下のとおり。 

（1） 先方実施体制の確認 
・ 責任機関：水・灌漑省（Ministry of Water and Irrigation：MWI） 
・ 実施機関：水資源管理庁（Water Resources Management Authority：WRMA） 
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・ 本プロジェクトにおいて、合同調整委員会（JCC：Joint Coordinating Committee)と Working 
Group を設置することとする。プロジェクト責任者としては、以下のとおりとする。 
Project Director: Eng. David Stower, CBS (Permanent Secretary, MWI) 
Project Manager: Mr. John P. Olum (Chief Executive Officer, WRMA) 

 
（2） プロジェクト対象流域の選定 

・ 本調査実施に先立ち、WRMA からは以下の選定基準に従って、2 ヶ所の優先サブ流域をプロ

ジェクトにおけるコミュニティ防災のパイロット事業の対象地域としたいとの連絡があった。 
選定基準 

① 洪水頻発地域であること 
② コミュニティの水資源管理組織である Water Resource Users Association（WRUA）が存在

すること 
③ 安全管理上問題のない地域であること 

優先サブ流域 
1) ヴィクトリア湖南部流域 Gucha Migori サブ流域：Kisii WRMA Sub-Regional Office 
2) アチ川流域 Lower Lumi サブ流域：Loitokitok WRMA Sub-Regional Office 

・ 洪水発生地域として優先度の高いタナ川流域については、水資源にかかるコミュニティ間の

争いがあることを理由に、現段階では優先地域には含めないとの意向が先方より示された。 
・ 上述の優先サブ流域については、洪水頻発地域ではあるものの、被害の深刻さ、ケニアにお

ける洪水対策対象地域としての優先度等の観点から再度相対的な比較検証を行い、プロジェ

クトの対象流域としての妥当性を検討することとし、以下のスケジュールで合意した。 
① 2010 年 12 月までに、WRMA が 5 つのサブ流域（Sub-Catchment）を含むショート・リス

トを作成し、JICA に提出する。その際には、「災害履歴」・「そのサブ流域の重要性」・

「WRMA サブ地域事務所からサブ流域へのアクセス」・「治安」を選定クライテリアとす

る。 
② プロジェクト開始後速やかに、JICA 専門家と WRMA が協議を行い、ショート・リスト

の中から、2 つのパイロット・サブ流域を選定する。 
③ プロジェクト開始後３カ月以内を目処に、JICA 専門家と WRMA がパイロット・サブ流

域のベースライン調査を実施し、コミュニティ防災活動のパイロット事業を行うプロジ

ェクト対象地区を選定の上、合同調整委員会（JCC）において承認を得る。 
 
（3） 協力内容 
【上位目標】 

統合洪水管理に基づく洪水管理が、全国 6 流域に適用される。 
【プロジェクト目標】 
プロジェクト対象地域  において、コミュニティによる洪水対策を普及するための

WRMA の実施体制が確立される。 
【成果】 
1 WRMA の各層（本局、地域事務所、サブ地域事務所）の洪水管理全般に関する基礎

的な能力向上と組織強化が図られる。 
2 コミュニティ防災活動を支援するための、WRMA の体制及び能力が向上する。 
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（日本側投入） 
1） 専門家派遣 
・ 長期専門家（チーフアドバイザー/洪水管理行政） 
・ 短期専門家（洪水管理技術／組織・制度／人材育成研修、コミュニティ防災、防災普及啓発 

＊必要に応じて他の分野（避難計画・水防活動・防災計画等）を検討する。 
2） 機材 
・ 事務所機器（パーソナルコンピューター、プリンター等） 
・ プロジェクト車輌 

3） 研修員受入 
・ 本邦研修 

4） その他：在外強化費 
・ ローカルコンサルタント委託費（ベースライン調査、コミュニティ活動） 
・ コミュニティ防災活動に必要な資機材 

 
（4） 関係機関 

1） 水資源管理庁（Water Resources Management Authority：WRMA） 
・ WRMA の中に、洪水管理を担当する洪水管理ユニット（Flood Management Unit：FMU）が設

置されることが決まっている。同ユニットの体制は、Unit 長を含む５人体制（水文学者 2 人、

土木技術者 2 人、事務員 1 人）であるが、洪水管理の専門家は不足しており、能力強化が課

題となっている。 
・ 現段階において、MWI から示達される同ユニットの予算については増加を見込めないが、従

来の WRMA 予算の中でやりくりする必要がある。 
・ WRMA の Strategic Plan には洪水管理の項目が含まれていないので、洪水管理の項目を明記す

るように取り組みたいとの由。 
・ GTZ が WRMA の組織の再編にかかる調査を実施中である。全体的な方向性は、新憲法の主

旨に則り、WRMA 本局はガイドラインや基準の制定などの regulator としての機能に特化して

いくことでスリム化を図り、地域事務所、サブ地域事務所を水資源管理に係る調整主体とし

て強化していくというものである。Flood Management Unit が再編されるなどの本案件に大き

く影響を与えるような事態になることは現時点ではないと思われるが、今後の動向を注視す

る必要がある。 
 

2） 水資源利用者組合（Water Resource Users Association：WRUA） 
・ 各 WRUA の下に、コミュニティ組織（農家による灌漑・営農組織、CBO など）がぶら下が

っており、コミュニティ組織の調整機関である。各コミュニティ組織の代表が WRUA の会合

（月２回の頻度）などに参加し、各コミュニティが抱える水資源問題や活動の情報共有など

を行う。 
・ WRMA の Sub-Regional Office とも 1～3 カ月に 1 回のペースで、重要な議題があった時に会

合がある。 
・ WRMA によると、公的資金を活用した Water Services Trust Fund（WSTF）の使途を透明性あ

るものにするために、WRUA にのみ口座を持つ権利を与えている。ただし、各コミュニティ
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が、独自にドナーや他の資金にアプローチすることは問題なく、その場合は、WRUA を通す

必要はない。 
・ WRMA は WRUA の設立を促進する役割を担っているが、まだ設立されていないサブ流域や

WRUA が活発でないサブ流域もあり、上述のとおり各コミュニティがドナーの資金を直接得

ている例もあるなど、様々な形態での水資源管理に係る活動が行われている。また、今回視

察した Lower Lumi サブ流域の WRUA は、会員数 1,500 人、サブ流域内の人口約 3 万人とい

う規模であり、コミュニティ活動の実施主体というよりは、より上部の連絡組織的な色彩が

強いと思われ、コミュニティ防災における WRUA の役割については、今後実態の把握や分析

が必要と考えられる。 
 

3） 水サービス信用基金（Water Service Trust Fund：WSTF） 
・ 給水事業や水資源管理事業に対する資金供給を行う基金であり、ケニア国政府やドナーの出

資で運営されている。 
・ 本案件においては、パイロット事業の資金源として WSTF の活用の検討を行っていた。しか

しながら、WRUA が資金の申請を行う際、Sub-Catchment Management Plan (SCMP)の内容と申

請する活動の整合性が必要であるなど、WSTF 資金の獲得プロセスの煩雑さと所要時間に鑑

み、活用が難しいのではないかとの言及が WRMA よりあった。本プロジェクトで最初から

WSTF の申請を行うと、３年のプロジェクト期間ではコミュニティ防災のパイロット事業が

完了しない恐れがある。よって、本プロジェクトの中で行うパイロット事業の原資としては

JICA 予算を準備し、プロジェクト終了後は WSTF も資金源の選択肢の一つとして、コミュニ

ティが持続的に活動できるように、WRMA の能力向上を図ることに力点を置くこととする。 
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第2章 ケニア国水資源管理及び防災セクターの概要 

2-1 ケニア国における洪水被害の概要 

2-1-1 洪水被害履歴 

ケニア国は、沿岸地方及び西部の標高の高い（標高 1500m 以上）地域を除く国土の約 80％が半乾

燥または乾燥地域となっている。しかしながら、降雨は、3 月から 5 月の大雨季と 10 月から 12 月の

小雨季に集中しており、ケニア国各地に洪水被害をもたらしている。1992 年策定の全国水資源マス

タープランによれば、ケニア国の洪水氾濫常襲区域は下図のようにとりまとめられている。 

 
図 2-1 ケニア国の洪水氾濫区域図 

出典：ケニア国全国水資源開発計画調査要約報告書（1992 年 7 月） 
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特に、ヴィクトリア湖沿岸地方である西部州、ニャンザ州、タナ河下流域は洪水常襲地域となって

おり、被害が頻発している。また、主要都市の河川沿いには不法居住者が多くおり、彼らは洪水発生

時に弱者として被害をこうむるケースが多い。 

コロラド大学のダートマス・フラッド・オブザバトリー（Dartmouth Flood Observatory: University of 
Colorado, INSTAAR, CSDMS）の資料から、1985 年から 2010 年 8 月までの期間におけるケニア国の

主要洪水履歴を整理した結果は、表 2-1 のとおりである（なお、ケニア国では、県（District）およ

び郡（Division）の地方政府、赤十字社、NGO により個々の洪水について記録されているが、洪水被

害を経年的、統計的に整理している機関がなく、資料の入手が難しい状況である）。 

表 2-1 のケニア国の主要洪水履歴（1985 年-2010 年 8 月）によると、ケニア国の洪水被害は、地球

規模課題でもある気候変動の影響を強く受けており、エルニーニョ現象が観測された年である

2006/2007 年、2003 年、2002 年、1997/98 年に、避難者数が 10 万人以上の大きな洪水被害が生じて

いる。 

なお、国連開発計画（United Nations Development Programme：UNDP）が取りまとめた「Kenya Natural 
Disaster Profile（2004）」によれば、洪水脆弱性に寄与している要因として、次の要因が挙げられてい

る。 

a. 氾濫原での居住 
b. 氾濫原近傍の斜面での耕作：森林伐採が、流域内の大規模浸食に繋がる。 
c. 居住者の洪水被害リスクに対する認識不足 
d. 土壌侵食や開発に伴うコンクリート舗装による浸透能力を持った土地の減尐 
e. 耐水性のない材料による家屋建築 
f. 脆弱なインフラ設備 

2-1-2 洪水が及ぼす影響・インパクト 

ケニア国における洪水は、死傷者・構造物被害にとどまらず、以下のような影響・インパクトを持

っている。 

- 人間・動物の溺死及び漂流物（流石、流木、建物、その他）による負傷 
- 構造物被害（公共施設（建築物、道路、鉄道、配電施設、通信回線等）、家屋、居住地、農地等） 

→公共施設の復旧・復興には大規模な予算が必要である。また、洪水による大規模な侵食・堆積

は、再居住・再耕作を困難にする。 
- 居住者・家畜の氾濫域から避難 

→就労機会や教育機会の喪失に繋がる。 
- 農村部での主要水源である井戸、地下水の汚染 

→蚊の発生及び水源の汚染による伝染病の発生（特に、マラリア、コレラ、赤痢、腸チフス等）

や安全な水源をめぐる紛争の増大に繋がる。 
- 農業被害（収穫機会、収穫物、備蓄食糧、肥料、道具等の損失） 

→住民の栄養状態の低下、住民の精神的肉体的なストレスの増大、治安の悪化に繋がる。 
- 安全な水源をめぐる紛争の増大 
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一度の洪水により、地域の経済発展が、何年ものレベルで後退してしまい、洪水被害の復旧・復興

に多額の政府予算が必要になる。関係機関によると、洪水常襲地域のヴィクトリア湖沿岸のニャンド

川流域の貧困率は、洪水被害のない地域に比べると非常に高いとのことである。 
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2-2 水資源管理セクター及び防災セクター概況 

2-2-1 水資源管理に係る政策とその中における洪水管理の位置づけ 

（1） 国家開発計画 
1963 年の独立以来、ケニア国では、開発政策･戦略を示す中期国家開発計画が継続して策定さ

れている。現在、2008 年 6 月に発表された長期開発戦略である「Kenya Vision 2030」及びその 5
カ年計画である「Kenya Vision 2030 第一次中期計画（2008-2012）」に基づく開発が進められてい

る。 

a. Kenya Vision 2030 
「Kenya Vision 2030」は、利害関係者参加協議プロセスを通じて取りまとめた長期開発戦略で

ある。同 Vision の大目標は、「世界的に競争力があり、2030 年までに高い生活の質を伴う繁栄し

た国」を造ることであり、2030 年までの中所得国入りを目指している。 

同 Vision は、以下の経済、社会、政治の三本柱により構成されている。 

① 経済：年間 10％平均の経済成長率の持続、 
② 社会：清潔かつ安全な環境で公平な社会発展を享受できる公正かつ団結力のある社会の構

築 
③ 政治：課題達成型、市民中心、結果重視かつ公衆に責任を負う民主的政治システム構築 
④ この 3 本柱の目標達成の基盤として、以下があげられている。 
⑤ 長期開発のためのマクロ経済の安定 
⑥ 政治制度改革の継続 
⑦ 貧困層の公平と財産形成機会の促進 
⑧ 社会基盤 
⑨ エネルギー 
⑩ 科学、技術、イノベーション 
⑪ 土地改革 
⑫ 人材開発 
⑬ 治安 
⑭ 公共サービス 

 
特に、水資源管理、防災に関しては、これら 10 個の全基盤の関わる重要分野として整理されて

いる。 

b. Kenya Vision 2030  第一次中期計画（2008-2012） 
長期の開発戦略である Kenya Vision 2030 の第一次中期計画である。同計画は、「貧困削減戦略

ペーパー（Poverty Reduction Strategic Paper 2001-2004）」に基づく「経済再生戦略 2003 – 2007
（Economic Recovery Strategy for Wealth and Employment Creation 2003-2007）」の後継文書にあたる。 

同中期計画では、社会面の柱の一つとして、環境・水・衛生分野が位置付けられている。同分

野の課題として、「自然環境の悪化」、「水質・水量の悪化」、「汚染・廃棄物管理」、「気候変動・地

球温暖化の影響」、「バイオテクノロジーの不適切な採用」、「持続的な開発目標達成に向けての統
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合環境計画戦略の欠如」が挙げられている。 

この課題解決のために 2008 年より 2012 年までに行われる最重要事業（Flagship Projects）とし

て位置づけられている事業は次のようである。 

- 5 水源地域原生林（マウ、ケニア山、アバデア山脈、チェランガニー丘陵、エルゴン山）のリ

ハビリ・保全 
- 野生動物回廊及び渡りのルート確保 
- 全国土地利用マスタープラン策定 
- 廃棄物管理戦略策定 
- ナイロビ川流域の復旧・復興 
- 水資源情報管理（全国の地下水観測を含む水文観測網構築、既存水文気象観測網の復旧、参加

型流域管理戦略の策定） 
- 水資源利用・貯留プログラム 

・ 西部ケニア（ゾイア川及びニャンド川流域）における洪水管理（大規模多目的ダム 2 基及

び堤防建設） 
・ 流域間用水路建設（ラホレ地域からタナ河ガリッサまで延長 54km） 
・ タナ川ハイ・グランド・フォールズ貯水池（総貯水量 54 億 m3）開発 
・ 乾燥･半乾燥地帯における 24 中規模多目的（生活用水、家畜用水、灌漑用水）ダム建設（総

貯水容量：20 億 m3） 
- 全国水供給・衛生事業（海岸地域及び 26 中規模都市） 
- タナ・デルタ事業の建設 
- 主要灌漑事業復旧・拡張（ブラ、ホラ、カノ平野、ゾイア、ペルケラ、ケリオ・バレー、ムウ

ェア、タイタ・タベタ、エワソ・ニロ北部、ヌグルマニ（カジアド）灌漑スキーム） 
 

また、追加事業として、地球規模の気候変動に適応するための強化策として、自然災害に脆弱

な地域において災害への準備強化を行うとしている。 

（2） 国家災害管理政策（National Policy for Disaster Management in Kenya） 
ケニア国では、経済成長を阻害する要因である洪水・干ばつ・地すべり・地震・津波・テロ行

為・伝染病・交通事故などの自然災害及び人的災害に対応するため、災害管理委員会が、図 2-2
に示すように、中央政府レベルから地方レベルまで設けられており、原則、四半期毎に、委員会

が開催されることになっている。災害管理委員会は、多岐にわたる分野への支援・関与が必要と

なっており、地方レベルでは、中央省庁の地方出先機関、地方政府関連部局、赤十字を初めとす

る NGO 及び国際援助機関の代表者で構成されている。災害管理委員会は、災害発生後の対策決

定など支援調整を行う機関として一定の機能があるが、災害時の食糧･物資の備蓄･供給には、

NGO が実働部隊として大きな働きをしている。 
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特別プログラム省 大統領府 
地方行政・国内治安省 

国家災害オペレーション 
センター 

 

州災害管理調整委員会 
(州行政長官) 

県災害管理委員会 
(県行政長官) 

郡災害管理委員会 
(郡行政長官) 

ロケーション災害管理 
委員会 

(ロケーション局長) 

国家災害管理調整委員会 
(省庁次官レベル) 

国家災害執行委員会 
(内閣レベル) 

注 1) 括弧内は委員会の委員長を示す 
注 2) 水灌漑省・WRMA よりのヒアリングに基づいて調査団作成。 

省庁災害管理関

連部局 
地方災害管理

関連部局 

ケニア赤十字 

NGOs, 市民社会

団体(CSOs) 

民間会社 

国際機関、地域パ

ートナー 

 

図 2-2 中央・地方政府レベルの災害管理委員会組織図 

 
中央政府レベルでは、災害対応を主管するスペシャル・プログラム省を中心として、内閣レベ

ルの国家災害管理執行委員会、関係省庁次官レベルの国家災害管理調整委員会が設けられ、スペ

シャル・プログラム省が、国家災害管理調整委員会の事務局となっている。 

国家災害管理調整委員会の運営機関として、国家災害オペレーションセンター（National Disaster 
Operation Center：NDOC）が、1998 年に設立されており、実際の災害に対する情報収集、救援･

支援要請の受付、中央省庁・NGO・国際援助機関の災害対応の調整を行っている。NDOC は、地

方行政を主管する大統領府地方行政・国内治安省の外局であるが、職員は、関係各省庁からの出

向者から構成されている。 

ケニア国の災害管理政策（National Policy for Disaster Management in Kenya）は、1998 年の在ナ

イロビ米国大使館爆破事件を受け、1999 年よりスペシャル・プログラム省が主導し、中央政府、

国際機関、国内各レベルの利害関係者の参加を得て、最終版（2009 年 3 月版）が取りまとめられ

ている。 

災害管理政策の特徴として、以下があげられるが、現在、憲法改正に伴う地方行政組織改変が

進行中であり、政策の本格実施に至っていない状況である。 

① 自然災害のみではなく紛争、伝染病等全ての危機に対応 
② 災害の防止、準備、対応、復旧全ての段階、中央政府レベルから地域レベルまで全てのレ

ベルが参加した総合的アプローチを採用 
③ 組織制度の改革：特に、NDOC を拡大・改組した国家災害管理庁の創設、省庁・NGO、CBO
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（Community Based Organization）、国際機関及び民間セクターで組織された国家災害リスク

軽減プラットフォームの創設 
④ 現行の災害関連の各種基金を共通予算化：国家災害管理信託基金（National Disaster 

Management Trust Fund）及び地方災害管理基金（District Disaster Management Fund）の創設 
⑤ モニタリング・評価・研究の強化 

 
（3） 水セクターリフォーム 

ケニア国は、国土の 2/3 が半乾燥・乾燥地域であり、水に恵まれていない国である。そのため、

1974 年水マスタープラン及び旧水法 CAP372 に基づき、2000 年に全世帯の飲用水の入手可能性

を確保することを主目的として、水セクターが運営されてきていた。しかしながら、1992 年水マ

スタープラン改訂を代表とする 1980-90 年代の各種調査・検討において、以下の要因の複合によ

る財源不足が水セクターの制約となっており、水セクターのリフォームの必要性が広く認識され

てきた。 

- 総合的な政策・制度・法的枠組みの欠如 
- 中央集権的な意志決定 
- 水セクター内の適切な融資メカニズム欠如 

 
この状況を受け、1999 年、国家水資源管理開発政策（Sessional Paper No.1 of 1999 on "National 

Policy on Water Resources Management and Development"）が取りまとめられ、持続可能性を担保す

るため、民間及び地域社会参加を原動力とする総合的水資源管理開発を推進する枠組みが設定さ

れた。引き続いて、法的根拠としての水法が、①役割分担、②新組織の創設、③利害関係者の参

加、④流域を基本とする管理を目指して、2002 年に改訂された。2002 年水法により、水セクター

内の組織は、行政レベル及びその役割分担（とくに水資源管理と給水下水関連）により、図 2-3、
表 2-2 に示す組織に改編されることとなった。 
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出典：「国家水資源管理戦略（2007-2009）、第1版、2007年7月」をもとに、調査団修正  
図 2-3 水セクターの制度構造 

 

表 2-2 水セクターの組織及び役割 

組織 役割 

水灌漑省（Ministry of Water and 
Irrigation ：MWI） 

水セクターにおける主務官庁であり、水セクター全

体の法律・政策立案、調整、指導、評価、予算の提

供・配分を担っている。 

水資源管理庁（Water Resources 
Management Authority：WRMA） 

水資源管理関連の組織。水資源管理の執行機関であ

り、水資源の配分に関する基本方針・ガイドライン・

手続きの整備、水資源管理戦略のモニタリング・評

価、水使用の許認可・そのモニタリング・指導、水

利用の料金設定、水質の保護・規制、流域の管理・

保護、水資源に関する情報の収集・管理、水資源管

理に関する他機関との連絡を職掌としている。全国

を 6 流域に分割し、6 地域事務所・26 サブ地域事務

所で管理している。 

流域諮問委員（Water Catchment 
Area Advisory Committees ：

WCAACs） 

水資源管理関連の組織。水資源管理について WRMA
に諮問する機関。流域毎に設けられており、水関連

機関、流域開発公社、水資源利用組合、実業界、NGO
等の代表者から構成される。 

水 資 源 利 用 者 組 合 （ Water 
Resources Users Associations ：

WRUAs） 

水資源管理関連の組織。小流域の水資源の共有、管

理、保全を目的として設立された水資源利用者の組

合。WRMA の支援・指導を受け、サブ流域内の水資

源管理にあたる。 
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給水調整委員会（Water Services 
Regulatory Boards ：WSRBs） 

給水・下水関連の組織。全国 6 流域に設けられた給

水委員会の調整・監視、給水事業の基準作成、給水

料基準の設定。 

給水委員会（Water Service Boards） 給水・下水関連の組織。水供給の調整、及び実施機

関であり、全国 6 流域に設けられている。 

給 水 事 業 者 （ Water Services 
Providers ：WSPs） 

給水・下水関連の組織。水道事業の実施者 

水 サ ー ビ ス 信 用 基 金 （ Water 
Services Trust Fund ：WSTF） 

水セクターに設けられた基金。水資源管理において

は、WDC（WRUA Development Cycle）の仕組みを

WRMA とともに創設し、WRUA の水資源管理活動

の資金を提供している。 

水資源調停委員会（Water Appeal 
Board ：WAB） 

水セクター全体に関する組織。水資源に関する対立･

紛争の調停機関 

水保全パイプライン公社（National 
Water Conservation and Pipeline 
Corporation ：NWCPC） 

水セクターにおいて、ダム・給水施設・洪水管理施

設の建設事業を受託する公社。 

ケニア水研究所（ Kenya Water 
Institute ：KEWI） 

水セクターにおけるトレ－ニング及び研究開発を行

う機関 

灌漑委員会（ National Irrigation 
Board ：NIB） 

水セクターの中で、国家レベルの灌漑開発を実施す

る機関。 
出典：「国家水資源管理戦略（2007-2009）、第 1 版、2007 年 7 月」を基に調査団作成。 
 
2002 年水法をもとに、水セクターリフォームの準備が進められ、2005 年より改革が実施されて

いる。 

2002 年水法では、洪水管理については、特に、明記されていないが、水資源管理の一部である

流域管理及び保護（management and protect water catchments）の一環としてとらえられている。 

また、洪水管理を含む水資源管理の分野では、MWI により、全国を 6 つの流域に分けてそれぞ

れ管理することとした国家水資源管理戦略が 2007 年に策定され、それに基づいて 6 流域の流域管

理戦略が、水資源管理庁（Water Resources Management Authority：WRMA）の主導で、各流域の利

害関係者の参加により 2009 年に取りまとめられている。現在、各流域管理戦略に基づいてサブ流

域の管理計画が、WRMA サブ地域事務所の支援・指導により、各サブ流域の WRUA により策定・

実施されているところである。 
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2-2-2 洪水管理における関係機関の役割 

洪水管理は、水資源管理の一部であるとともに、洪水災害は、災害であることから、災害管理の一

部でもある。したがって、ケニア国において、洪水管理に関連する組織は、以下に示すとおりである。 

・ 水資源管理関連機関： 
MWI 及びその下部機関。流域開発関連として地域開発公社省及び下部機関の開発公社。流域管

理関連として、土地省及びその下部機関、環境天然資源省（MENR）及び下部機関、森林野生動

物省及び下部機関、農業省及び下部機関、北部ケニア及び乾燥地開発省及びその下部機関 
・ 災害管理関連機関： 

スペシャル・プログラム省、大統領府地方行政・国内治安省及びその下部機関、災害管理委員会

（国家レベルからロケーションレベルまで） 
 
この内、洪水管理に大きな役割を果たすべき機関として、水灌漑省及びその下部機関の水資源管理

庁、およびスペシャル・プログラム省について以下に示す。 

（1） 水・灌漑省（Ministry of Water and Irrigation：MWI） 
1） MWI の概要 

MWI は、水セクターの主務官庁である。水セクターリフォームに伴う役割分担により、水セク

ターの実行に関わる権限及び人員は、新設・既設の下部実行機関に委譲されたが、国家レベルの

政策立案は、MWI が従来通り担当することとなっている。MWI の主な役割は以下に示すようで

ある。 

- 水セクターにおける政策及び制度の立案 
- 水セクター下部実行機関の執行状況のモニタリング、調整、及び指導 
- 水セクター改革プログラムの執行 
- 水セクター利害関係者の調整 
- 水セクターに関する資金の調達・配分 

 
MWI の組織は、水セクター改革に併せ、頻繁に組織改編されている状況である。現時点の組織

は図 2-4 に示すようである。大臣及び副大臣の下に事務次官が配置されており、技術系部局 5 局

と管理系部局 6 局から編成されている。技術系部局は、水道事業を担当する水サービス局、水資

源管理を担当する水資源局、灌漑及びその排水を担当する灌漑排水局、水セクター改革を執行す

る水セクター改革局、干拓事業を担当する土地干拓局からなっている。 

水セクター改革局を除き、技術系の各局とも、担当分野で洪水管理にかかわっているが、洪水

管理全般は、水資源管理の一環として水資源局が担当している。担当する水資源局の組織図は、

図 2-5 に示すようである。 
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水・灌漑省
大臣/副大臣

事務次官

管理系部局
・総務局
・人事局
・経理局
・経済計画局
・調達局
・情報通信技術局

技術系部局
・水サービス局
・水資源局
・灌漑排水局
・水セクター改革局
・土地干拓局

 
（注：聞き取り調査に基づき調査団作成） 

図 2-4 MWI の組織 

水資源局長

課長
水質監視・環境保全
に係る基準・指針担当

課長
飲用水質調査・分析

担当

部長
水質・環境担当

部長
水資源評価・監視担当

部長
水資源政策企画研究デ

ータベース担当

部長
境界水域担当

課長
水資源評価（基準・指

針）担当

課長
水資源監視・監査（基
準・指針）担当

課長
流域保全、洪水警報・
軽減・防御担当

課長
地下水開発（基準・指

針）担当

課長
水資源政策指導担当

課長
水資源計画・データ・

情報担当

課長
水資源研究・計画担

当

課長
境界水域計画担当

課長
境界水域協定・議定
書・覚書担当

 
（注：水資源局資料より） 

図 2-5 MWI 水資源局の組織 

 
水資源局は、国家水資源管理戦略を策定し、水資源管理の下部執行機関である WRMA の執行

状況のモニタリング、調整及び指導を行い、洪水管理の国家レベルの責務を担っている。 

ケニア国の官庁の会計年度は、7 月 1 日から翌年の 6 月 30 日である。水セクターの年間予算は、

2 月－3 月に下部機関の MWI への予算要求から始まり、MWI の審査・調整、ドナーとの協議、

国会審議を経て決定されることとなっている。 

MWI の資料（2008 Annual Water Sector Performance Report, Nov. 2008） によれば、水セクター

（MWI 及び管轄機関）の年間予算は下表に示すようである。 
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表 2-3 水セクターの年間予算（単位：百万ケニアシリング） 

 
（出典：MWI, 2008 Annual Water Sector Performance Report, Nov. 2008） 

 
水セクターでの組織改編が進んだ 2006/2007 年予算から開発資金が増加している状況である。

水セクターの予算は、ケニア政府の資金、開発ドナーからのローン及びグラントであり、2008/2009
年予算での内訳は、下図のようになっている。 

 
図 2-6 ケニア国水セクターの 2008/2009 年予算の資金源 
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2） 国家水資源管理戦略（National Water Resources Management Strategy） 
国家水資源管理戦略 （2007-2009）は、2002 年水法において国民参加の下での策定が義務づけ

られている水管理戦略の第 1 版であり、2007 年 1 月、水灌漑省により取りまとめられたものであ

る。この戦略では、水セクターリフォームの背景及び既往の検討を踏まえ、水資源管理の原則、

目的、手順、制度的枠組みが定められている。戦略の原則、上位目標、基本目的は以下のようで

ある。 

原則： 
- 水資源の国家管理 
- 水利権の設定 
- 水資源管理の地方分権化 
- 生活向上のための水資源の生産への使用 
- 使用者負担、汚染者負担の原則 
- 水保全、流域管理、災害管理の強化 
上位目標：飲用水及び生産活動用水の供給を通して貧困を削減する。 
基本目的：水資源への公平なアクセス、持続可能かつ効率的な利用の達成。 

 
洪水管理については、災害管理の政策及び仕組み構築の一環として、以下の総花的な戦略が設

定されており、洪水管理については、やっと始められた状況である。 

洪水防御、軽減に関する戦略 
- 洪水常襲地域内の定住に関する政策策定 
- 流域保全・保護を図ることにより、流出抑制を図る 
- 施設の計画諸元及び規定を改定し、施設の計画規模の洪水への対応を確保する。 
- 洪水防御施設を建設する。 
水害への準備に関する戦略 
- 洪水防御計画策定を可能とするため、データ記録・情報管理システムの強化 
- 洪水常襲地帯での定住に伴う危険性、及び損害保険の必要性についての啓蒙活動強化 
- 国家レベル、地方レベル及び草の根レベルでの洪水予測・早期警戒システムの開発 
- 洪水対応の能力強化及び研修 
洪水対応に関する戦略 
- 国家レベル、地方レベル及び草の根レベルでの鍵となる水セクター関連組織の洪水管理への参

加促進 
- 融資メカニズムの構築 
水害復旧・復興に関する戦略 
- 鍵となる水セクター関連組織の災害管理（例えば DOC）への参加促進 

 
（2） 水資源管理庁（Water Resources Management Authority: WRMA） 

1） WRMA の概要 
WRMA は、2002 年水法に基づき 2005 年に設立された組織であり、2002 年水法に規定されてい

る職務分掌は、以下のとおりである。 



 2-18 

- 水資源の配分に関する基本方針、ガイドライン及び手続きの整備 
- 水資源管理戦略のモニタリング及び節目での再評価 
- 水利権申請受付及び承認決定 
- 水利権利用状況のモニタリング及び指導 
- 水資源の水質の保護、汚染規制 
- 流域の管理及び保護 
- 国家水資源管理戦略に則った取水料金の設定 
- 水資源に関する情報の収集・管理、また、節目での情報・予報・見通しの公表 
- 水資源の管理及び規制に関する他機関との連絡 
- 水資源にかかわる事項について大臣へ諮問 

 
洪水管理に関しては、2002 年水法には明記されていないが、MWI 及び関連省庁においては、

洪水管理は、統合水資源管理の流域管理のひとつとして WRMA が担当することが認識されてい

る。 

WRMA は、国内を 6 つの主要流域に分割し、各主要流域毎に水資源管理戦略を策定し、各流域

の流域諮問委員会（CAAC）及び水資源利用組合（WRUA）と協働・調整して流域の水資源管理

を行うこととしており、長官（CEO）のもとに、首都ナイロビに本部（ナイロビ）、地方都市に 6
つの地域事務所及び 26 のサブ地域事務所が設けられている。WRMA の本部、地域事務所、サブ

地域事務所の組織及び人員状況、地域事務所及びサブ地域事務所の位置は、以下に示すとおりで

ある。 

表 2-4 WRMA 職員数 

会計年度 2005-2008 2009-2012 

区分 事務所数 定員 在職者数 事務所数 定員 

本部 1 31 34 1 51 

地域事務所 6 108 107 6 188 

サブ地域事務所 25 250 183 26 364 

計 32 389 324 33 603 
管理系: 277 
技術系: 326 

出典：WRMA, “StrategicP lan 2009-2012, Sep.2009 
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注：WRMA より受給 

図 2-7 WRMA 本部組織図 

 
注：WRMA より受給 

図 2-8 WRMA 地方組織図 
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注：WRMA からの受給資料を基に調査団作成。 

図 2-9 WRMA の地方組織位置図 

 
MWI 及び地方出先機関からの転籍、新規雇用により、本部から、地域事務所・サブ地域事務所

まで形が整いつつある状況となっている。WRMA 内でのそれぞれの事務所の役割分担は、次のよ

うである。 

・ 本部: 計画立案、実施管理 
・ 地域事務所: 実施監理、調整 
・ サブ地域事務所: 水資源管理の実施者、コミュニティ活動の支援・調整。 

 
WRMA 本部の技術系の人員については、水資源管理を中心として、情報通信、データベース等

の必要専門分野の人員が集められている。しかしながら、実際の業務については、課題、プロジ

ェクト毎に、コンポーネント又はユニットがメンバーを横断的に集めて実施されている状況であ
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り、大部分の技術系職員は、兹務の状況となっている。洪水管理については、後述するように 2010
年 8 月に WRMA 本部技術部局の中のパーマネントユニットとして洪水管理ユニットが組織され

ている。また、その一環として、地域事務所においても洪水管理担当の配置が考えられており、

WRMA の洪水管理に関する活動が本格化することが期待されているところである。 

WRMA の業務は、水資源関連の利害関係者が策定に参加し、MWI の承認を受けた 4 年ごとの

戦略計画に基づいて進められており、WRMA は、年度毎にその活動報告書を MWI に提出するこ

ととなっている。WRMA の戦略計画 2009-2012 によると、WRMA 第 1 期の戦略計画期間である

2005/2006 会計年度から 2008/2009 会計年度の活動成果は、以下のように取り纏められている。 

- 水資源管理の基本ツールとして、以下を取りまとめ。 
・ 国家水資源管理戦略 2007-2009 
・ 統合洪水管理のための指針 
・ 6 流域各々の流域管理戦略 
・ 水資源管理施行令 

- 流域管理戦略及び WRUA 開発サイクルに則り、サブ流域管理計画の策定及びその実施を開始 
- WRMA の本部、地域事務所、サブ地域事務所を創設 
- 職員の採用・配置を開始 
- 流域の CAACs 及びサブ流域の WRUAs の創設開始 
- WRUAs 関与による取水許可手続きの加速化 
- 水利用料徴収を運用可能とするとともに使用者支払い原則を実施 
- 水使用に伴う紛争が減尐 
- 水配分における環境流量適用 
- ウォーター・パンの建設、既存ダムの排砂による貯水改良を開始 
- WRUA 開発サイクル・パイロット事業形式・官民参加・政府資金の委譲（選挙区開発基金、地方

自治体譲渡基金）を通して資金配分の改善 
- CAACs・WRUAs を通じて、水資源管理における利害関係者参加を実現 
- サブ地域レベルでの利害関係者間の情報共有・意思疎通・意識創造が開始 
- 全てのサブ地域で、腐敗と戦う誠実な政府職員が雇用される様になった。 
- 水資源監視機器の調達 
- 水資源管理のための機器及びソフトウェアの調達 

 
WRMA の活動の経費は、2002 年水法に定められているところでは、以下を予定している。 

- 水資源調査、水利権の許認可等水資源配分にかかる経費：水利権の取水料収入 
- 流域管理に係る経費：WRUA Development Cycle（後述）に伴う水サービス信託基金よりの配分 

 
しかしながら、2005 年の設立から間もないことから、現時点では、予算は、MWI 及びドナー

からの交付金となっている。WRMA の予算は、毎年 2 月から 3 月の間に MWI に対して予算要求

を行い、MWI の審査・調整、ドナーとの協議、国会審議を経て、6 月から 7 月の間に決定される

仕組みとなっている。2010/2011 年の会計年度の予算の内訳は、表 2.5 に示すとおりであり、

20010/2011 年承認予算約 23 億ケニア・シリング（約 25 億円）の内 20％以上が開発ドナーのグラ
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ントとなって状況である。WRMA 本部でのインタビューによると毎年の予算は、審査・調整によ

り厳しく査定され、ほぼ横ばいの状況であるとのことである。 

2） WRMA 戦略計画 2009-2012（WRMA Strategic Plan 2009-2012） 
WRMA 戦略計画 2009-2012 は、第 1 期戦略計画（2005-2008）に続く、第 2 期の戦略計画であ

る。流域単位でとりまとめられた流域管理戦略をもとに、以下の課題毎に戦略目標を設定し、そ

の実施に必要な戦略、WRMA の組織体制、実施計画及び予算を取りまとめたものである。 

WRMA の課題及び戦略目標 
① 水配分、水利用、水資源関連規則の遵守：公平かつ持続可能な水資源利用のための水配分計

画の策定及び実施 
② 組織開発：委任事項の効果的な遂行のため、水資源管理庁の制度面の能力強化 
③ 水資源評価、監視、及び情報管理：効率的な水資源モニタリングナットワークの構築及び水

資源情報システムの整備 
④ 法的枠組み：水資源管理強化のための法的対策の整備及び強化 
⑤ 貯水強化のための水資源インフラ開発：水利用可能性を向上させる政策の実施、そのメカニ

ズムの構築 
⑥ 資金調達及び資源動員：持続可能な WRMA 運営を確保するため、また流域管理に再投資す

るため、資金調達の方針及びメカニズムを開発・強化 
⑦ 水資源保護：荒廃した流域の復旧及び水質汚染の防止 
⑧ 分野横断的な問題の主流への組み込み：分野横断的問題（気候変動、腐敗防止、HIV/AIDs、

男女平等）を主流化するメカニズムの構築及び実施 
 

洪水管理については、戦略計画の中に、とくに課題として明示されてはいない。しかしながら、

水資源インフラ開発、及び水資源保護について、利害関係者の参加、とくに水資源利用者組合

（WRUAs）と協働し、流域管理戦略、サブ流域管理計画に基づいて促進することがあげられてお

り、洪水被害の深刻な流域では、コミュニティを主体として洪水管理が進められるものと考えられ

る。 
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表 2-5 WRMA の年間予算（2010／2011 会計年度） 

DEVELOPMENT BUDGET FOR THE FINANCIAL YEAR 2010/11

Printed Approved

Programme/Activity Description ESTIMATES ESTIMATES

WRMA GFS 2009/10 2010/2011

CODE CODE Kshs. Kshs.

Institutional Development and Set up of WRMA offices

490 3110701 Refurbishment and Setup of Offices - Purchase of Motor Vehicles and Motor Cycles 64,500,000.00 27,200,000.00

525 3111000 Refurbishment and Setup of Offices - Purch. Computers & Office equipment 22,800,000.00 20,800,000.00

510 3111000 Refurbishment and Setup of Offices - Purch. Office Furniture 6,000,000.00 30,000,000.00

510 3111000 Refurbishment and Setup of sub Regional Offices - Office Furniture 26,100,000.00 0.00

481 3110202 Construction of Offices 144,000,000.00 86,000,000.00

481 3110202 Construction of Regional Water Quality Laboratories 30,000,000.00 0.00

482 3110302 Refurbishment of Office Buildings 31,000,000.00 29,211,000.00

470 3130101 Land Acquisition 15,000,000.00 10,000,000.00

060 2210700 Staff Training and Skills Development 31,300,000.00 5,539,000.00

sub Total 370,700,000.00 208,750,000.00

Water Resources Data Management

531 3111111 ICT & Data Base Hardware and Software - Installation of LAN & WAN 70,000,000.00 46,000,000.00

060 2210700 User Training - Software and Equipment 12,500,000.00 2,000,000.00

485 3110602 Construction and Rehabilitation of Water Monitoring Stations 91,776,000.00 79,300,000.00

535 3111100 Installation and Upgrade (Automation) of Hydrometeorological network 74,400,000.00 110,000,000.00

533 3111107 Equiping of Water Quality Laboratories 70,500,000.00 20,200,000.00

Honoraria Payment to Gauge Readers 0.00 0.00

sub Total 319,176,000.00 257,500,000.00

Catchment Management

390 2220200 Protection and Conservation of Catchment Areas 213,900,000.00 324,000,000.00

390 2220200 Rehabilitation of degraded Water Catchments 65,000,000.00 228,000,000.00

390 2220200 Rehab./Restoration and Gazettement of Catchm. Areas - 5 Water Towers 50,000,000.00 0.00

390 2220200 Transboundary Water Management 3,500,000.00 1,000,000.00

390 2220200 Sub-Catchment Restorations - SCMP etc 45,000,000.00 0.00

390 2220200 Ground Water Assessment and Mapping 55,000,000.00 45,200,000.00

336 2220200 CAACs and Water Resource User Associations - Support & Capacity building 29,450,000.00 14,800,000.00

sub Total 461,850,000.00 613,000,000.00

Regulation of Use of Water Resources

466 2211300 Water Abstraction Surveys 63,400,000.00 23,500,000.00

466 2211300 Pollution Surveys and discharge control plans 4,900,000.00 0.00

466 2211300 Water Quality Monitoring Programmes 2,500,000.00 0.00

465 3111400 Project Supervision and Inspections 10,000,000.00 3,000,000.00

484 3111401 Drilling and equiping of dedicated Ground Water monitoring boreholes 30,000,000.00 15,819,600.00

483 3110502 Construction of Joint Water Intakes 55,135,747.00 0.00

534 3111104 Acquisition and Installation of Water Measuring devices 44,000,000.00 0.00

466 2211300 Enforcement Programmes 49,064,253.00 15,500,000.00

sub Total 259,000,000.00 57,819,600.00

Design, Planning and Establishment of Water Storage facilities

483 3110502 Construction of Pans and check dams 11,500,000.00 11,500,000.00

483 3110602 Roof Catchment and Rock Catchment facilities 6,000,000.00 2,000,000.00

485 3110602 Rehabilitation and Desilting of dams and pans 30,000,000.00 954,500,000.00

462 3111400 Planning for Large Multi-Purpose Water Storage Dams 10,000,000.00 0.00

462 3111400 Planning for Development of Flood Control Structures 20,000,000.00 0.00

483 3110500 Artificial Ground Water Recharge 64,000,000.00 110,000,000.00

sub Total 141,500,000.00 1,078,000,000.00

Policy and Planning

275 2210504 Information Dissemination and awareness creation 44,500,000.00 24,460,420.00

461 2211300 Performance Monitoring and Water Situation Reports 15,500,000.00 1,000,000.00

132 3111400 Policy Development and Planning and Capacity building workshops 5,700,000.00 4,700,000.00

301 3111400 Consultancies and Feasibility and Appraisal studies 20,900,000.00 50,859,980.00

sub Total 86,600,000.00 81,020,400.00

NET EXPENDITURE 1,638,826,000.00 2,296,090,000.00

Sources of Funds
850 2630201 Appropriations - in - Aid (Govt Grants) 1,622,076,000.00 1,785,756,290.00

820 2630201 WSTF (WDC Funds) 6,750,000.00 4,100,000.00

Grants from Foreign Governments:-
861 1310200 SIDA/DANIDA (KWSP) 0.00 100,000,000.00

862 1310200 GTZ (WSRP) 10,000,000.00 10,000,000.00

863 5110603 WB/IDA (NRM Funds) 0.00 296,233,710.00

863 5110603 WB/IDA (WKCDD Funds) 0.00 100,000,000.00

Total Appropriations in Aid 1,638,826,000.00 2,296,090,000.00

 
出典：WRMA 提供資料より転載 
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3） 洪水管理ユニット（Flood Management Unit: FMU） 
WRMA 本部技術調整部に属するパーマネントユニットとして、2010 年 8 月にユニット長を含

む 5 名で発足したユニットである。同ユニットは、本プロジェクトのカウンターパートとしても

重要な存在であることから、調査団の現地調査中、メンバー3 名と意見交換を行った。FMU の所

掌事項、メンバー構成、活動状況は、以下のとおりである。 

- FMU の所掌事項： 
1. WRMA の実施するケニア政府及びドナーの支援する洪水管理活動を調整する。 
2. 全流域における早期洪水警戒システムの開発及び実施の調整 
3. 洪水レポート作成及び洪水発生データベース開発の調整（報告書は洪水原因、範囲、被害

状況、その他を含む） 
4. 洪水浸水区域調査、洪水常襲地域図作成及び洪水ハザードマップの作成調整 
5. 国内洪水常襲地域の洪水軽減策についての提言準備の調整 
6. 洪水避難所・避難ルートの定期視察及び既設の洪水管理施設の視察の実施 
7. 洪水管理に関する WRMA 及びコミュニティの能力開発調整 
8. 洪水管理活動に関係する省庁及び機関の連携構築 
9. WRMA における洪水管理活動の中心として行動 
10. FMU の活動状況吟味のため最低四半期に一度会議を開催 

 
- FMU のメンバー及び経験： 

FMU は以下に示す 5 名で構成され、技術調整部の中から横断的に集められており、全て兹任

である。 

表 2-6 WRMA 洪水管理ユニットの人員 

職位 氏名 専門/所属 経験年数 

ユニット長 Eng. Peter Waithaka 土木/水保全コンポーネント長 20 年以上 

(WRMA、水灌漑省、その前身) 

メンバー Eng. Lawrence Thooko 水文/表面水コンポーネント長 20 年以上 

(WRMA、水灌漑省、その前身) 

メンバー Eng. Joseph Kimanga 土木/水資源計画 18 年 

(WRMA、水灌漑省、その前身) 

メンバー Ms. Leah Mukiite -/WRUA 調整員 1 年未満 

(新規採用) 

メンバー Mr. Peterson Njiru 水文/データベース・GIS 20 年以上 

(WRMA、水灌漑省、その前身) 

 
FMU の人員は、WRUA 調整員を除き、水資源管理に関しては、充分な経験を有しているが、

特に洪水管理に関しての専門家は含まれていない。洪水に関係していた水 MWI 職員は、大部分
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が、水保全パイプライン公社（National Water Conservation and Pipeline Corporation: NWCPC）に配

置転換となっており、WRMA 内には地域事務所・サブ地域事務所を含め、洪水管理の専門家はお

らず、WRMA に洪水管理に関する知識および経験が無い状況である。よって、洪水管理にかかる

基礎知識全般に係る職員研修を本プロジェクトに含める必要があると考えられる。 

また、コミュニティ洪水管理活動に関しては、FMU の人員の内、ユニット長およびメンバー1
名（Mr. Peterson Njiru）の 2 人が、経験を有している。ユニット長は、ニャンド川流域で JICA が

実施した開発調査「ニャンド川流域統合洪水管理調査（2006-2009）」のワーキンググループメン

バーの一人であり、同調査の本邦研修にも参加している。また、Peterson Njiru 氏は、同調査で実

施した現地セミナー・ワークショップに出席した経験がある。FMU の職員は、コミュニティによ

る洪水管理活動の経験のない 3 人のメンバーと地域事務所の洪水管理担当候補者に関しては、プ

ロジェクト開始後、現在、同調査の後に実施されている環境プログラム無償「ニャンド川流域気

候変動に適応したコミュニティ洪水対策プロジェクト」（環境プログラム無償）（2009-2011）の活

動状況を把握するために、視察研修を実施して、コミュニティによる洪水監理活動に関する理解・

知見を得る必要があるものと考えられる。 

- FMU の予算： 
FMU は、新らたに設立されたユニットであり、現地調査時点では、活動及び予算割り当ては

全くない状況である。2010/2011 年度の活動については、本部の他予算より支出する見込みで

ある。 

- FMU の活動： 
新規に設立されたため、調査団との会議時点では、メンバー全員での会議も開催されておら

ず、活動無しの状況であった。 

- FMU 所掌事項に列挙された洪水管理活動の全国展開戦略： 
調査団との会議時点では全く白紙の状況であった。メンバーの洪水管理に関する知識・経験

が乏しい状況であり、洪水管理活動全国展開の支援が必要な状況である。 

- WRMA での研修活動について 
ドナー支援のプロジェクトにおいて、非定期のセミナー・ワークショップは実施しているも

のの、WRMA 内での系統的な研修システムは未だ作られていない状況である。 

- WRMA 内の情報伝達・知識共有 
本部と地域事務所の間では、個々のプロジェクト、懸案事項での連絡を頻繁に行っており、

情報伝達・共有は円滑であると認識されている。本部、地域事務所、サブ地域事務所について

は、個々のプロジェクトが関係するサブ地域事務所については相互の連絡、セミナー・ワーク

ショップへの参加で情報伝達・共有は円滑であるが、プロジェクトに直接関係しないサブ地域

事務所については、情報が入らない状況となっている。現在、WRMA の各事務所に Internet 設
備の配備・情報通信システムの構築が開始されているところであり、それを利用した情報伝

達・共有の仕組みを構築することが期待される。 

- WRMA の現場用車両 
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現場用車両は、WRMA 本部：3 台、地域事務所：各 2 台、サブ地域事務所：各 1 台が配備さ

れ、業務に活用されている。各事務所とも、現場が広範囲であるため、日常業務で車両は頻繁

に使用されている状況である。今後、コミュニティによる洪水管理活動の全国への普及にあた

っては、本プロジェクトを通じて、車両を調達する必要性が高いと考えられる。 

（3） スペシャル・プログラム省（Ministry of State for Special Programmes） 
スペシャル・プログラム省は、2004 年に大統領府に発足した災害対応を主務とする中央官庁で

あり、現在独立した官庁となっている。スペシャル・プログラム省の「戦略計画 2008-2012」
（Strategic Plan 2008-2012, Ministry of State for Special Programmes）によると、その職掌及び主たる

役割は以下のとおりである。 

職掌（2008 年大統領告示 No.1） 
- スペシャル・プログラム政策策定 
- 国内難民の軽減及び再定住推進 
- 災害リスク軽減計画の調整 
- HIV、AIDS に対するキャンペーンの調整 
- 国家 AIDS 管理審議会（National AIDS Control Council）、国家人道基金（National Humanitarian 

Fund）の管轄 
- 災害及び緊急対応調整 
- 西部ケニアコミュニティ主体の開発及び洪水軽減プロジェクト（Western Kenya Community 

Driven Development and Flood Mitigation Project: WK CDD & FMP）の責任機関 
主な役割 

- 総合災害管理政策及び計画の策定及び実施調整 
- 効果的な災害管理に関する制度的枠組み構築の促進 
- 災害管理資源動員の調整 
- 国内難民の軽減・再定住計画の調整 
- HIV、AIDS に対するキャンペーン 

 
同省は、国家が危機或いは災害と認める事項に対して、個々の対策の実施機関である他の中央

政府官庁、地方自治体、市民組織、国際機関を調整する機関である。 

同省の組織は、5 つの局、3 つの外部機関、1 つのプロジェクトからなっている。 
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スペシャル・プログラム省
大臣／副大臣

事務次官

主要部局（5局）
・管理・財務局
・災害リスク軽減局
・災害緊急対応・調整局
・救援・復旧局
・緩和再定住局

国家人道基金
国家AIDS管理

審議会
国家穀物備蓄

基金
WK CDD & FMP

注, 
WK CDD & FMP: Western Kenya Community Driven Development and 
Flood Mitigation Project (西部ケニアコミュニティ主体の開発お
よび洪水軽減プロジェクト)  

図 2-10 スペシャル・プログラム省の組織 

 
本省内の 5 局は、全体の運営管理を担当する管理・財務局は、災害リスク軽減計画の策定調整

を行う災害リスク軽減局、緊急の災害対応を担当する災害緊急対応局、干ばつ・飢饉の災害対応

を担当する救援・復旧局、国内難民の軽減・再定住化を担当する軽減・再定住局である。外部機

関は、国家 AIDS 管理審議会、国家人道基金、国家穀物備蓄基金である。特別プロジェクトとし

て、世銀の協力による、西部ケニアのブダランギ（Budalangi）を中心とした洪水管理プロジェク

トである WK CDD & FMP が実施中である。 

同省の人員は、同省が調整官庁であることから、大部分は、中央政府の実施官庁よりの出向者

で構成されている。 

洪水管理に関するスペシャル・プログラム省の主たる活動は、現在では、中央政府レベルから

地域社会レベルまで災害委員会を通じた緊急時対応の調整に限られているが、災害の防止、準備、

対応、復旧全ての段階、中央政府レベルから地域社会レベルまで全てのレベルが参加した総合的

アプローチを採用する国家災害管理政策（2009 年 3 月版）が取り纏められており、政策実施に向

けて準備が進められている。 

洪水に関しては、同省の「戦略計画 2001-2012」において、対象災害種として最初にあげられ

ており、洪水災害への認識が高いことが窺える状況である。同省には、洪水管理における関係機

関の調整・関与が期待される。 

2-2-3 他ドナーによる洪水管理に係る援助事例 

ケニア国では、開発パートナーによる援助全体を一元的に調整・管理する仕組みはないが、2004
年から、開発ドナーを中心に構成したドナー調整グループ（Donor Coordination Group）の下部グルー

プとして、調和・連携・調整ドナーグループ（Harmonization, Alignment, and Coordination Donor Group： 
HAC）が組織され、各分野の援助の協調・実施状況の把握が行われている。HAC の資料によれば、

2009年 12月現在における水セクターの技術グループメンバーに属するドナーによる支援状況は以下

表 2-7 のとおりである。 
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表 2-7 ドナーによる水セクター内での支援プロジェクト支援額 

（2009 年 12 月時点：水セクター技術グループメンバーによる支援に限る） 

Development Partner Sub-sectors Loan / Grant EUR (million)
KES-equivalent

as of Nov 2009 (million)

AfDB rural & urban Loan 153.92 17,332.9

AFD (France) urban Loan 158.00 17,792.4

EC rural & urban Grant 14.61 1,645.2

Finland rural, WRM Grant 4.56 513.5

Germany urban, WRM Loan & Grant 79.66 8,970.5

IFAD rural Loan & Grant 31.46 3,542.7

Italy rural, irrigation Loan & Grant 52.00 5,855.7

JICA (Japan) urban, WRM Grant 50.51 5,687.9

Sida (Sweden) rural & WRM Grant 29.34 3,304.0

SNV (Netherlands) rural, urban, WRM Grant 2.37 266.9

UN-Habitat urban Grant 8.34 939.2

UNICEF / Gov. of Netherlands rural Grant 32.48 3,657.6

USAID rural Grant 5.57 627.2

World Bank urban, WRM Loan 168.70 18,997.3

TOTAL 791.52 89,133  
出典：Donor Matrix for Water Sector – 2010, HAC 

 
ドナー支援プロジェクトの内容は、MWI の機構改革、給水事業改善、衛生事業改善、植林を含む

流域保全、渇水管理、洪水管理と多岐にわたっている。洪水管理についての支援は、世界銀行（World 
Bank：WB）、日本（JICA）、ドイツ（GTZ、DED）、スウェーデン（SIDA）、および上表に含まれて

いないがデンマーク（DANIDA）によって実施されている。 

JICA は、洪水多発地帯であり、貧困率も高いとされているヴィクトリア湖沿岸のニャンド川流域

を対象として、「ニャンド川流域統合水資源管理計画調査」（2006-2009）を実施し、同調査の結果を

踏まえた「ニャンド川流域気候変動に適応したコミュニティ洪水対策プロジェクト」（環境プログラ

ム無償）（2009-2011）を実施中である。また、本案件により、ニャンド川で実施されたコミュニティ

による洪水管理活動の全国展開を図ることとしている。 

他主要ドナーの洪水管理に係る支援状況は、以下のようである。 

（1） 世界銀行（WB） 
WB の支援で行われている水セクター関連のプロジェクトは、表 2-8 に示す 3 件である。この

うち、「Natural Resources Management Project」と「Western Kenya Community Driven Development and 
Flood Mitigation Project（WK CDD & FMP）」が、洪水管理にかかるプロジェクトである。特に、

WK CDD & FMP は、Nzoia 川流域と Yala 川流域を対象とし、Budalangi 平野でのコミュニティ開

発を含む総合的洪水対策プロジェクトである。MWI、気象局、農業省、森林局（KFS）と密接に

連携することから、スペシャル・プログラム省が管轄し調整している。 

（2） ドイツ開発公社（GTZ）、ドイツ開発サービス公社（DED） 
ドイツの支援で行われている水セクター関連のプロジェクトは、表 2-9 に示す 7 件である。こ

のうち、洪水管理に係るプロジェクトは、Water Sector Reform Program、Water Sector Development 
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Program の 2 件である。 

Water Sector Reform Program はケニア国政府、スウェーデン（SIDA）、デンマーク（DANIDA）

が進めている水セクターリフォームに協調して支援しているものであり、ドイツ技術協力公社

（GTZ）が行っている。GTZ は、水灌漑省自体のリフォームに注力しており、水灌漑省本省に、

駐在コンサルタントを派遣している。特に、WRMA に関しては、その設立以来のパーフォーマン

スから、「Considerations and Proposals for the Restructuring of the Water Resources Management 
Authority, July 2010」において、CAAC の地方水資源管理へのより以上の参加、地域事務所及びサ

ブ地域事務所の自治性を確保したパーフォーマンスの向上を目指した組織再編成を提言している。 

Water Sector Development Program は、水セクターリフォームを補完する形で進められているも

のであり、水セクターの地方レベルの事務所に要員を派遣している。ドイツで開発援助要員の派

遣業務を行うドイツ開発サービス公社（DED）が行っている。洪水管理に関係するコンポーネン

トとして、WRMA の北部ヴィクトリア地域事務所及びタナ地域事務所に要員が派遣されている。 

（3） スウェーデン国際開発庁（SIDA）およびデンマーク国際開発援助（DANIDA） 
スウェーデン国際開発庁（SIDA）、デンマーク国際開発援助（DANIDA）はケニア政府と協調

して Kenya Water and Sanitation Program を進めている。これは、水セクター改革全般への支援であ

り、水灌漑省本省に駐在コンサルタントを派遣している。現在、このプロジェクトの第 1 期とし

て 2005 年から 2010 年で約 46 億ケニアシリング（約 50 億円）が予定されており、その 80％以上

を SIDA および DANIDA が支援している。プロジェクト期間は 15～20 年と想定されており、今

後も支援が継続される。洪水管理関連としては、WRMA 及びその地方事務所の設立及び強化への

支援があり、これには、表流水・地下水観測網、情報処理、水配分・排水許可の運用、汚染者負

担の原則の実施向上への支援が含まれている。 
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第3章 WDC（WRUA DEVELOPMENT CYCLE） 

3-1 概要 

ケニア国の水資源管理は、2002 年水法により、国家水資源管理戦略にもとづいて、流域の利害関

係者参加の下に流域管理戦略（Catchment Management Strategy：CMS）を策定し、それにもとづいて、

利害関係者と協働して統合水資源管理を行うことが定められている。水資源利用者組合（Water 
Resource Users Association: WRUA）は、サブ流域の水資源に係る利害関係者の組合として設立され、

WRMA と協働してサブ流域の水資源管理にあたることが期待されており、2002 年水法では、WRMA
は水資源管理の執行機関として。WRUA の水資源管理参加の促進、支援を義務付けられている。

WRUA Development Cycle（WDC）は、WRUA のサブ流域水資源管理参加促進を図るため、WRMA
と水資源に関する基金を取り扱う給水信託基金（Water Services Trust: WSTF）の間で締結された 2007
年 10 月の覚書きをもとに創設された仕組みである。これにより、WRUA の創設、サブ流域管理計画

の策定、計画に基づいた活動の実施全てにおいて、WRMA は、WRUA への技術的な支援を行い、

WSTF は WRUA への財政的支援を行うこととなっている。 

WDC の準備については、以下に示す構成のワーキング・ドキュメントが WRMA と WSTF により

作成され、WRMA 職員・WRUA メンバーの研修に利用されている。 

表 3-1 WDC ワーキング・ドキュメントの構成 

Vol. タイトル 内容 

1 WDC Framework 

・WDC の紹介 
・原則及び法的枠組み 
・WDC の概要 
・WRUA 

2 WDC Guideline 
・適用可能流域・活動 
・WDC の融資プロセス 
・WDC の財務ガイドライン 

3 WDC Toolkit 
・サブ流域計画策定のためのツールキットであり、各省は、

サブ流域計画の章に対応している。 
 
（1） WDC の指導指針 

WDC では、以下の指導指針を採用している。 

- サブ流域の水資源管理は、流域レベルの流域管理戦略に則して行われる。 
- サブ流域の水資源管理の行動計画として、利害関係者の参加により、流域管理戦略に則したサ

ブ流域管理計画（Sub Catchment Management Plan: SCMP）を策定し、その計画にもとづいて活

動を行う。 
- 活動の全てのプロセスにおいて、利害関係者の積極的な関与を確保する。 
- WRUA は、水資源管理における利害関係者参加のための媒体である。 
- 活動においては、WSTF は財政支援、WRMA は技術支援に責任を負う。 
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（2） WDC 枠組み 
WDC は WRUA を通じた水資源管理への投資の仕組みであり、WRMA と WRUA との間で締結

され、WSTF により保証された契約（WDC 契約）に基づいて実施される。WDC 契約は、図 3-1
に示すように循環的な仕組みである。WRUA は、会計検査に合格することを条件として、次の活

動への出資を受けることができるようになっている。また、WRUA の能力が向上するにつれて、

出資の上限は引き上げられ、WRUA が、より大きなプロジェクトを進めることや水供給の信頼性

向上に繋がるようなインフラ整備プロジェクトに取り組むことができるようになっている。現時

点では、WRMA と WSTF の覚え書きにより、1 プロジェクトの上限は、1 年目: 2 百万ケニア・シ

リング（約 217 万円）、2 年目：5 百万ケニア・シリング（約 544 万円）、3 年目：10 百万ケニア・

シリング（約 1,087 万円）となっているが、WRMA 内部では、見直しの意見が上がっている状況

である。 

 
出典：WRMA & WSTF, WDC Booklet 

図 3-1 WDC の融資サイクル 

WDC のプロジェクト活動については、WRUA のオーナーシップの醸成、WSTF 及び WRMA の

手数料として、プロジェクト費用の一定額を WRUA による費用負担（現金、労力、資材等）と

している。費用負担は、流域の状況によって異なり、以下に示すように定められている。 

表 3-2 WDC における WRUA の費用負担 

サブ流域の状況 WRUA の最低限の費用負担 
（プロジェクト費用割合％） 

WRUA への最大限の融資 
（プロジェクト費用割合％） 

危険（Alarm） 15 85 

警戒（alert） 20 80 

注意（Concern） 25 75 
 

洪水管理に関しては、サブ流域管理計画策定に参考となるワーキング・ドキュメントの中で、

洪水管理に係るインフラ整備は盛り込まれているが、洪水管理訓練などのソフト対策については、

ワーキング・ドキュメントに盛り込まれていない状況である。WDC による活動は、SCMP が基礎
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となることから、今後コミュニティによるソフト対策も考慮した洪水管理活動を WDC の活動と

して実施するには、サブ流域管理計画策定の参考となるワーキング・ドキュメントを改訂し、コ

ミュニティによる洪水管理活動を加えるとともに、既存の SCMP を改訂し、洪水管理を組み入れ

ることが必要である。 

（3） WDC の資金源 
WRMA と WSTF との覚書きによれば、WDC の資金源として、以下が想定されている。 

- WRMA による収入（水利権認可料、取水料金、罰金、データ販売料金等） 
- 水及び衛生セクタープログラムの資金のうち、水資源開発投資に指定された資金、及び洪水・

干ばつ軽減への出資される資金の一部資金 
- 水及び衛生セクタープログラムの資金のうち、洪水・干ばつ軽減への出資される資金の一部 
- 財務省、国際機関、ドナーなどからの補助金・出資 

 
WRUA による活動の WDC 以外の資金源として、WDC 作業資料には、以下があげられている。 

表 3-3 WRUA 活動の WDC 以外の資金源 

資金源 適用 

WRUA 内部 会員登録料、年会費、寄付金、WRUA 活動から生じた料

金収入等 

選 挙 区 開 発 基 金 （ Constituency 

Development Fund: CDF） 

国会議員の選挙区に配分される開発基金であり、CDF 委

員会への申請。 

コ ミ ュ ニ テ ィ 開 発 信 託 基 金

（ Community Development Trust 

Fund） 

ケニア政府、EU および DANIDA により創設された基金

である。基金には、コミュニティ開発プログラムとコミ

ュニティ環境施設の 2 つのプログラムがあり、どちらも

水と衛生コンポーネントがある。申請による。 

水問題に関心のある NGO の資金 NGO への申請により。 
 

3-2 WDC における関係機関の役割 

WDC プロセスでの関係機関の役割を簡略化すると、図 3-2 に示すとおりである。 
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出典：WRMA & WSTF, WDC Booklet 

図 3-2 WDC における関係機関の役割 

3-2-1 水資源管理庁（Water Resources Management Authority：WRMA） 

WDC において WRMA はサブ流域の水管理について WRUA と協働するとともに、技術的支援者で

ある。WRMA の本部、6 地域事務所、26 サブ地域事務所は、事務所毎に次の役割を担っている。 

WRMA 本部の役割 
- WSTF への WDC の申請を調整 
- WDC プロセスの資金準備 
- WDC プロセスの質的強化 
- WDC プロセスの基準及び手続きの見直し 
- WDC システムの監査 
- 問題の調停 

WRMA 地域事務所の役割 
- WDC 申請の書類審査・現場審査及び本部への提出 
- WRUA と他の利害関係者の参加調整 
- サブ流域管理計画策定・実施についての品質向上支援 
- 問題の調停 
- コンサルタント・NGO 等の支援団体の事前審査及び雇用 
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WRMA サブ地域事務所 
- WRUA 編成・設立の奨励 
- サブ流域、帯水層及び水域の水資源管理に関する全ての事項についての技術指導 
- サブ流域管理計画策定・実施の支援 
- WRUA の WDC 申請書作成への支援及び地域事務所への提出 
- WDC 実施状況の定期モニタリングの実施 
- 支援団体雇用の際の契約条件書・他の契約事項を作成する上での WRUA への支援 

3-2-2 水資源利用者組合（Water Resources Users Association：WRUA） 

WDC における WRUA は、特定された区域（サブ流域、帯水層、水域）の水資源の管理・保全に

関して、特定区域に関係する住民及び利害関係者から構成され、法的認可を受け、WRMA との間で

覚書きを締結している任意のコミュニティグループである。 

WRUA の WDC における役割は、以下のとおりである。 

- 統合水資源管理への参加、理解の拡大 
- サブ流域管理計画実施のための地方資源の動員 
- 会員規約と WRMA との覚書き遵守 
- サブ流域管理計画の策定 
- WDC 申請書の作成 
- WDC の出資により、サブ流域管理計画に規定された活動実施 
- WDC の進捗状況・資金状況に関するレポートの作成 
- 健全な調達・経理実施 
- WRUA の会議・会員・財産・財務・水資源問題についての確実な記録の保管 
- WRMA・支援団体・WSTF による WDC の実施・評価・監査のための現場訪問への援助 

3-2-3 給水信託基金（Water services Trust Fund：WSTF） 

WSTF は、2002 年水法により、2005 年に設立された公団であり、水サービスの充分でない地域の

水サービス提供に財務援助することを職務としており、現在、以下の 3 つの資金システムを確立して

おり、そのひとつが WDC である。 

- コミュニティ・プロジェクト・サイクル（Community Project Cysle: CPC）：地方のコミュニティに

よる水供給事業を支援。水サービス委員会と協働。 
- アーバン・プロジェクト・サイクル（Urban Project Cycle: UPC）: 都市部の水道事業者による水

供給事業を支援、水サービス委員会と協働。 
- WDC 

 
WSTF の「戦略計画 2008-2012」によれば、3 つの資金システムにより、5 年間で以下を出資するこ

とを目標としている。 
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表 3-4 WSTF 2008-2012 年の目標 

資金システム プロジェクト数 裨益人口 
（百万人） 

必要資金額 
（億ケニアシリング） 

CPC 605 2.30 56.0 

UPC 160 1.65 16.4 

WDC 362 2.53 26.5 

計 1,127 6.48 98.9 
 

WSTF の WDC での役割は、次のとおりである。 

- WDC の資金動員 
- WDC 申請書の評価 
- プロジェクト提案の承認 
- 出資に関する契約書準備 
- WRUAs への出資 
- プロジェクト実施のモニタリング 
- WDC システムの適合性監査 

 

3-3 コミュニティ活動事例 

WRMA の調査資料より、ケニア全国での WRUA の設立状況、WDC の契約状況を取り纏めると以

下のとおりである。 

表 3-5 WRUA 設立数、WDC 契約状況（2010 年 6 月現在） 

水系名 WRMA 設立数 WDC 契約数 WDC 契約額 
（ケニア・シリング） 

ヴィクトリア湖北部 43 3 3,000,000 

ヴィクトリア湖南部 43 12 12,000,000 

リフトバレー 49 12 12,000,000 

アシ 96 31 31,000,000 

タナ 115 8 8,000,000 

エワソ・ヌギロ・ノース 54 8 21,218,450 

合計 400 74 87,218,450 
注：WRMA の 2010 年 6 月時点での調査資料を基に調査団がとりまとめたものである。 

 
これによると、2010 年 6 月現在で WRUA の設立数は、既に 400 となっている。WRUA 全ての管

轄区域を図示したものは無いが、ほぼ、主要なサブ流域では WRUA が設立されているものと考えら

れる。これに対して、WDC 契約の件数は 74 件、総額で 87 百万ケニア・シリング（約 95 百万円）

となっており、WRUA の数に比較して尐なく、契約額も平均で 1.2 百万ケニア・シリング/件（約 1.3
百万円）と尐額である。契約件数については、WSTF の予算制約、サブ流域の状況により左右される

と思われるが、1 件あたりの契約金額より見ると、現在契約している WRUA は、設立直後でサブ流

域管理計画の策定段階にあるものと考えられる。WDC が実質 2008 年より始まったことを考慮する
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と、WDC の本格的な活動サイクルに入っている WRUA は、未だ数尐ないものと想定される。 

表 3-6 は、WRMA より受領した WRUA の活動実施例である。 

表 3-6 WRUA の活動実施例 

 
注：WRMA より受給した資料より転載 

 
これによると、WRUA の活動は多岐に亘っているが、植林による流域保護への関心の高いことが

推察できる。洪水対策としては、構造物対策として川岸の保護、ソフト対策として洪水管理委員会の

設立が見られるものの、洪水避難所・避難経路の確保等のもっとも身近な対策については実施されて

いない状況である。 

WRMA からの資料によると、WRMA が洪水管理関連として、WRUA を指導・推奨している活動

は、以下のような内容である。 

- 水位の監視 
- 洪水モニタリング、災害管理へのコミュニティ参加の促進・強化 
- コミュニティメンバーの洪水早期警戒・反応への感度向上 
- 適切な土地利用及び土壌保全 
- 避難所の維持に関する貢献 
- 洪水被害評価 
- 救助活動への参加 
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- 洪水管理オプション策定への参加 
- 洪水監理委員会の創設 

 
しかしながら、上記は WDC ワーキング・ドキュメントには盛り込まれておらず、WDC の中での

WRUA の活動として取り上げられることは、非常に尐ないものと考えられる。今後の WDC での活

動の中に、上記を取り入れるためには、WDC ワーキング・ドキュメントの改訂、サブ流域管理計画

の改定が必要である。 
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第4章 水資源管理庁（WRMA）の現状と課題 

本件での C/P 機関である水資源管理庁（WRMA）の洪水管理に関する現状と課題を知るために、

組織を中心とした課題の抽出とその改善戦略のアイディアを構築するために SWOT 分析を実施した。

また、プロジェクトフレームの理解の確認とその共有を促進するために PCM 手法の概要説明をワー

クショップ形式で実施し PDM における各担当業務の内容確認とワークショップを通じた PDM 改善

案の抽出を実施した。 

プロジェクトの性格上、これらのワークショップには、洪水管理の制度の構築や予算の配置を担う

WRMA 本局の洪水管理ユニットを中心としたメンバーとコミュニティベースで洪水管理の活動実施

を担う 4 つの WRMA サブ流域事務所のメンバーも首都に召喚し、いずれのワークショップも実施さ

れた。調査団員にもこれらのワークショップには適時参加して頂き、助言･指導を受けた。 

表 4-1 ワークショップの日程と実施内容 

 
 

表 4-2 ワークショップ参加者リスト 

No. 氏   名 所  属 No. 氏   名 所  属 

1 John Philip Olum WRMA 本局 8 Joash Oruta WRMA サブ流域 

2 Peter M. Waithaka WRMA 本局 9 Francis Okumu WRMA サブ流域 
3 Lawrece Thooko  WRMA 本局 10 O. A. Abdi WRMA サブ流域 

4 Joseph Kimanga WRMA 本局 11 R. M. Kimari WRMA サブ流域 

5 Peterson Njiru WRMA 本局 12 Wilis Memo WRMA サブ流域 

6   A. K. Kinanba WRMA サブ流域 13 Samuel Goor WRMA サブ流域 

7 Leonard M. Njosu WRMA サブ流域 14   

 
 
 
 

2010 年 9 月 7 日（火） 

SWOT 分析（実施時間：14:00～16:30 ） 

1） ワークショップの目的 

2） SWOT 分析の概要説明 

3） グループ別の課題要因の抽出と戦略作成 

2010 年 9 月 8 日（水） 

SWOT 分析 －続き－（実施時間：8:30～10:00 ） 

4） 結果の取りまとめ 

5） グループ別に結果を発表 

2010 年 9 月 8 日（水） 

PCM ワークショップ （実施時間：10:00～16:30 ） 

1） ワークショップの目的 

2） PCM 手法の概要説明 

3） 問題分析、目的分析 

4） PDM の説明 

5） PDM の修正Ⅰ 

6） PDM の修正Ⅱ 
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4-1 SWOT 分析 

SWOT 分析とは、1960 年代に考案された、組織のビジョンや戦略を企画立案する際に利用する現

状を分析する手法の一つであり、SWOT は、Strength（強み）、Weakness（弱み）、Opportunity（機会）、

Threat（脅威）の頭文字を取ったものである。 

さまざまな要素を S（強み）・W（弱み）・O（機会）・T（脅威）の四つに分類し、マトリクス表に

まとめることにより、組織の問題点が整理され、その結果、解決策を見つけやすくなるという特徴が

有る。マトリクスに整理する過程で、関係者が意見を出し合いながら、問題意識を共有化できる点も

メリットの一つとなっている。 

SWOT 分析には、二つの段階がある。第一段階では、事業や組織における S・W・O・T それぞれ

の要素を抽出する。まず S（強み）と W（弱み）には、組織の持つ人材、資金、技術、IT 環境、情

報、拠点などの内部要因を当てはめる。また、組織を取り巻く経済状況、技術革新、規制、受益者や

競合他機関との関係、予測されるチャンスなどの外部環境は、O（機会）と T（脅威）に分類する。

厳密には仕分けが難しい場合もあるが、原則として内部要因は「その組織内で改善することができる

もの」、外部要因は「その組織だけで変えることが不可能なもの」、という目安を設ける。４つの要因

は、下表のようなワークシートを用いて抽出・整理した。 

表 4-3 SWOT 分析Ⅰ－要因分析ワークシート 

Strengths ：強み 
1. 
2. 
… 

 Weaknesses ：弱み 
1. 
2. 
… 

   

Oppotunities ：機会 
1. 
2. 
… 

 Threats ：脅威 
1. 
2.  
… 

 
第二段階では、第一段階で抽出した要因を次頁のような表に当てはめる。例えば、外部要因の「機

会」と内部要因の「強み」の二つの要因から"強みを活かして機会をつかみ取る戦略"を導き出したり、

外部要因の「脅威」と内部要因の「強み」の二つの要因から"強みを活かして脅威を減尐させる戦略"
を導き出したり、というように、抽出した要因から４つの戦略分野で複数の組織戦略を策定する。本

ワークショップでは、各グループの組織戦略は、取りまとめた後にグループ発表を実施し、グループ

間でその結果を共有した。 
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表 4-4 SWOT 分析Ⅱ－戦略策定ワークシート 

機会×強み 
 『内部の強みを生かして 
   外部の機会を得る』戦略分野 

 機会×弱み 
 『内部の弱みを克服し 
   外部の機会を得る』戦略分野 

   

脅威×強み 
『内部の強みを生かして 
  外部の脅威を減じる』戦略分野 

 脅威×弱み 
『内部の弱みと外部の脅威が 
  出会わないようにする』戦略分野 

 

4-1-1 実施の目的と参加者 

本件の実施機関となる水資源管理庁（WRMA）の洪水管理に関する組織における現状と課題を把

握するため、WRMA 本局（５名）と WRMA サブ流域事務所（８名）を WRMA 本局の在る首都ナイ

ロビに召喚し、３つのグループに分け組織分析手法の SWOT 分析と戦略策定のワークショップを開

催した。３つのグループは、WRMA 本局と WRMA サブ流域事務所のメンバーを混合し、参加者の

意見の反映や意思の疎通が取り易いように 4 名×２グループ、5 名×１グループとし、分析結果の取

りまとめた後、グループごとに分析結果を発表してもらい参加者全体で分析結果を共有した。参加者

は、表 4-2 を参照のこと。 

4-1-2 分析の結果 

各グループの分析結果は、多くの洪水管理に関する戦略が重複した。また、異なった戦略分野に同

一の戦略が示されたり、意味は同一だが書き振りの異なる戦略も多かった。 

本ワークショップの目的が参加者の洪水管理に関する現状での課題の認識度合いと課題への改善

案やアイディアを見るための実施に有るので、分析結果の整理はグループ作業では行わず、各グルー

プの発表後、ワークショップのファシリテーターが口頭で整理・統合し参加者の合意を形成した。各

グループの分析結果は、巻末の付属書参照のこと。 

表 4-5 SWOT 分析Ⅰ－要因分析の結果 

Strengths ：強み 
1. 洪水対策部門の設立 
2. 中央から受益地までのネットワーク

3. 情報システムが構築中 

 Weaknesses ：弱み 
1. 洪水対策関係者の能力不足 
2. 洪水対策資機材の不足 
3. 組織の総合的調整能力の不足 

   

Oppotunities ：機会 
1. ドナーの支援の見込み 
2. 組織の整理・統合 

 Threats ：脅威 
1. 天候の不順 
2. 頻繁に起こる洪水による被害増加 
3. 組織の整理・統合（戦略の未策定） 
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す
る
。

 

４
．
 災

害
対

策
チ

ー
ム

に
よ

る
災

害
情

報
の

広
報

や
基

礎
デ

ー
タ

の
収

集

を
実
施
す
る
。

 

 *
ド
ナ
ー
の
支
援
に
よ
る
課
題
の
解
決
が
戦
略
策
定
に
不
可
欠
。

 

 
脅
威
×
強
み
：『

内
部
の
強
み
を
生
か
し
て
外
部
の
脅
威
を
減
じ
る
』

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 戦
略
分
野

 

 １
．

 W
R
M

A
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
関
係
者
間
の
連
携
を
強
化
す
る
。

 

 *
現
在
の

W
R
M

A
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（

W
R
M

A
本
局
→

W
R
M

A
サ
ブ
流
域
事

務
所
→

W
R
U

A
→
地
域
住
民
）
を
通
し
て
進
行
中
の
警
報
シ
ス
テ
ム
の
構

築
や
研
修
、
啓
蒙
、
調
整
能
力
の
強
化
が
進
め
ば
、
脅
威
と
な
っ
て
い
る

洪
水
災
害
時
の
被
害
は
軽
減
さ
れ
る
。

 

 

脅
威
×
弱
み
：『

内
部
の
弱
み
と

 

 
 
 
 
 
 
 
 
外
部
の
脅
威
が
出
会
わ
な
い
よ
う
に
す
る
』
戦
略
分
野

 

 １
．
 水

資
源
分
野
で
の
政
策
を
見
直
す
。

 

（
他
の
省
庁
に
ま
た
が
る
広
域
な
水
資
源
関
連
グ
ル
ー
プ
の
設
立
）

 

２
．
 コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
利
用
で
き
る
洪
水
対
策
用
基
金
を
創
設
す
る
。

 

 *
政
策
レ
ベ
ル
で
は
、
広
域
な
政
策
の
構
築
、
現
場
レ
ベ
ル
で
は

W
S
T
F

よ
り
使
い
や
す
い
基
金
の
設
立
が
期
待
さ
れ
る
。
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4-1-3 特記事項 

ワークショップ全体としては、限られた時間配分の中、様々な課題が抽出され、対応する改善策や

アイディアが議論され、次の PCM ワークショップに進むためには、良い導入ワークショップとなっ

た。 

分析の結果も自らの組織についての現状分析は、明瞭でその改善策やアイディアもやや具体性は欠

けるものの現実的な内容となっている。特に、参加者の多くからは、組織の調整能力（本局から流域、

サブ流域事務所間）の強化が望まれ、その方法論としてもスタッフへの研修、地域住民への啓蒙の強

化など有る程度の方向性を見ることはできた。 

反面、プロジェクト技術協力の事前評価調査の中でのワークショップと言う性格からか参加者から

は、課題の解決に向けドナーの支援を期待する改善策やアイディアが多く出された。洪水対策と言う

大きな防災活動がテーマのため、特に C/P 機関でのワークショップでは、ドナーの支援に期待した

内容となった。 

今回のワークショップからは、十分に検討はできないが、現場レベルでの具体的な協力内容の検討

に向けて（プロジェクトの開始後で十分と思われる）は、協力現場となる WRMA サブ流域事務所や

サブ流域の WRUA、コミュニティの住民を含めた同様のワークショップの必要性を感じた。 

 

4-2 PCM ワークショップ 

PCM 手法とは，国際機関などが開発援助の現場で用いているプロジェクト運営管理手法で有り、

JICA では 1994 年から全ての技術協力プロジェクトの運営管理に利用されている。 

 
       SWOT 分析Ⅰ－要因分析 
    （2010 年 9 月 7 日撮影） 

 
        SWOT 分析Ⅰ－要因分析 
    （2010 年 9 月 7 日撮影） 

 
      SWOT 分析Ⅱ－戦略策定結果 
   （2010 年 9 月 8 日撮影） 

 
    SWOT 分析Ⅱ－戦略策定結果の発表 
    （2010 年 9 月 8 日撮影） 
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JICA の技術協力プロジェクトでは、計画立案・事業実施・評価という一連のサイクルを「プロジ

ェクト・デザイン・マトリックス（PDM）」と呼ばれるプロジェクト概要表を用いて運営管理され

ている。PDM には、プロジェクトの構成要素である「目標」、「成果」、「活動」、「投入」やプ

ロジェクトを取り巻く「外部条件」の論理的な相関関係が示され、プロジェクト名やプロジェクト実

施期間も表記されている。 

PCM 手法には，PDM の形成を中心とした『参加型計画立案手法』と実施中のプロジェクトで PDM
を利用してモニタリングや評価を実施する『モニタリング・評価手法』の２つのプロセスに分かれて

いる。 

参加型計画立案手法は、論理的なワークショップ形式であり、援助側、被援助側といった、関係者

の意見が平等に取り上げられ、関係者が計画作成に参加できる特徴がある。ワークショップでは、参

加者それぞれにアイディアを書くためのカードが配られ、参加者は無記名でそのカードにアイディア

を書く。それらのカードは、ボードにはりつけられ、参加者のコンセンサスを得てグループ化され、

とりまとめられていく。 

本件では、参加型計画立案手法の一部を用いて関係者間のプロジェクトフレームについての合意を

形成した。 

4-2-1 実施の目的・実施の方法・参加者 

＜実施の目的＞ 
このワークショップは、１）本件の実施機関となる水資源管理庁（WRMA）の関係者にプロジェ

クトの構造の概要と自らの担当業務への理解を促進すること、２）すでに準備されているプロジェク

ト概要表案（PDM0）に対する改善・修正への実施者からの意見を聴取することを目的に実施された。 

＜実施の方法＞ 
上記の目的にしたがって、本ワークショップは一般的な参加型計画立案ワークショップとは異なり、

その実施方法は、１）PCM 手法の一連の流れの説明→問題分析と目的分析の体験演習、と言う『手

法の理解』を中心としたプロセスと２）プロジェクト概要表案（PDM0）についての内容説明→プロ

ジェクト概要表案（PDM0）についての具体的な改善・修正への『意見交換』のプロセスの２段階で

実施された。また、意見交換のプロセスでは、先に実施された SWOT 分析の結果も参考にして実施

された。 

＜参加者＞ 
参加者は、SWOT 分析と同様に表 4-2 を参照のこと。 

4-2-2 実施の内容・実施の結果 

＜実施の内容＞ 
１） 『手法の理解』プロセス 

① パワーポイント資料を利用し、プロジェクト概要表案（PDM0）作成に至る PCM プロセス

の概要説明。 
② 「ケニアでの水資源に関連する問題」をテーマとして問題を分類。 
③ 「構造物的な問題」と「非構造物的な問題」の違いについて洪水分野担当団員からの説明と
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SWOT 分析からの戦略との関係性の説明。 
④ 『洪水管理のための体制が未整備である。』を中心問題とし、問題分析、目的分析の概要を

実施。 
２） 『意見交換』プロセス（プロジェクト概要表：PDM に関する） 
① 協力企画担当団員からのプロジェクト概要表案（PDM0）についての内容説明。 
② プロジェクト概要表案（PDM0）についての内容確認と意見交換。 

 
＜実施の結果＞ 
１） 『手法の理解』プロセス 

本件での PCM ワークショップの目的や全体の流れを説明した。 

① パワーポイント資料を利用し、PCM プロセスの概要説明を実施した。 
② 「ケニアでの水資源に関連する問題」について参加者がカードを用いて次の４項目に分類し

た。この結果、『水関連のインフラ未整備』が最も深刻な問題として取り上げられ、問題の

改善をドナーの支援による『水関連のインフラ整備』に充てる意見が参加者間に広がった。 
③ ここで、本件が『効率的な洪水管理のための能力開発』をプロジェクトの目標とし技術協力

を主旨とし案件であることを説明した。 
 

汚染 
･ 水資源が汚染されている 

･ 生活排水や農業排水の 

管理が不十分である 

 

水利用 
･ 非合法に水が利用されて

いる 

･ 給水排水管理能力が不足

している 

情報の未整理 
･ 水資源の情報が未整備で

ある 

･ 防災情報が未整備である 

水関連ｲﾝﾌﾗの未整備 
･ 水関連ｲﾝﾌﾗが未整備 

1) 生活給水ｲﾝﾌﾗ 

2) 農業用排水ｲﾝﾌﾗ 

3) 防災ｲﾝﾌﾗ 

注：表中下線が引かれた分類項目は、洪水に関連の有る項目として参加者から理解されている。 
 

④ 次に、洪水分野担当の石渡専門員がファシリテーターとなり洪水対策における「構造物的な

問題解決」と「非構造物的な問題解決」の違いやケニア国における本件分野について実情を

説明して頂いた。 
 

 
主要問題の分類 

（2010 年 9 月 8 日撮影） 

 
洪水担当分野団員の説明 
（2010 年 9 月 8 日撮影） 

 
⑤ 最終的に参加者からは、『効率的な洪水管理のための能力開発』を実施するためには『WRMA

の組織体制の強化』が最優先課題になることで合意された。 
下図は、「洪水管理の体制が整備されていない」ことを中心問題とした演習時の問題系図（過
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程）を示す。 
 

 

図 4-1 演習時の問題系図 

 
２） 『意見交換』プロセス（プロジェクト概要表：PDM に関する） 

『手法の理解』プロセスを終え、参加者の PDM の形成までの概要の理解は進んだ、ここから

は、実際に用意されているプロジェクト概要表案（PDM0）についての内容の理解の確認と内容

についての意見交換を実施した。 

① 協力企画担当団員からのプロジェクト概要についてプロジェクターと配布資料による内容

の説明が実施された。 
② プロジェクト概要表案（PDM0）についての内容確認と意見交換も実施された。内容の改訂

や改善については、9 月 10 日（金）まででの意見交換が可能とし、ワークショップ実施後

の内容の改訂や改善についての意見が徴収できるようにした。 
 

 

問題分析の演習 
（2010 年 9 月 8 日撮影） 

 
プロジェクト概要表の説明 
（2010 年 9 月 8 日撮影） 

 

4-2-3 特記事項 

参加者のプロジェクト概要の理解は、概ね高いと思われた。プロジェクト概要表案（PDM0）につ

いての意見交換は、やや時間不足の感もあったが、参加者からのプロジェクトの内容についての合意

形成は促進した。 

これからの懸案事項としては、プロジェクトが始まるまでに、プロジェクト実施者間（技術協力プ

洪水管理の体制が

整備されていない 

関係者の管理能力

の不足 

 

水管理情報 

の未整備 

人材育成の不足 管理計画の未整備 対洪水への啓蒙の

不足 

 

早期警報ｼｽﾃﾑの未

整備 

水構造ｲﾝﾌﾗ 

の未整備 

農業用排水路の 

未整備 

洪水時の避難路 

の未整備 

 

未整備 
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ロジェクトの専門家やコンサルタント、またはサブ流域レベルでのプロジェクト関係者）での同様な

活動は、必要不可欠である。 

この時には、プロジェクト概要の理解は勿論のこと活動実施計画の内容の理解、具体的なモニタリ

ングや計画の修正方法などについて実施者間での取り決めと合意形成が必要となって来る。本件は、

WRMA 本局とサブ流域事務所に活動とプロジェクトの実施の拠点が分かれることになるので、プロ

ジェクトの関係者のプロジェクトの構造や体制についての共通の理解は重要で有り、この点はプロジ

ェクト期間を通じて継続してモニタリングしなければならない。 
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